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2025年度 シクミネットによる会費決済のお願い 

 

 日頃から、静岡県病院薬剤師会の活動に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

新年度を迎え、人事異動等により新規、退会、変更等がございましたら、シクミネットからお手続きをお願いし

ます。今年度からは会費決済を支部口座へのお振込み形式から、シクミネットでの会費決済へと変更することと

なりましたのでご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。「甲会員費」についてもシクミネット上からの会費決

済が可能です。会費決済システム導入にあたり、現会員の皆様にはシクミネットへのログインと会員情報の内容

確認と必要に応じて変更・修正をお願いしたします。仮IDとパスワードがわからない場合はしゅくみねっと社へお

問い合わせください。 

 

＜シクミネットを利用した会費納入手続の概要＞  

新規入会会員を除き、2025年5月21日時点で会員登録がある会員に対し、会費請求情報がシクミネットで作

成され、会員マイページで会費を納入していただくことが可能になります。新規入会会員は日本病院薬剤師会

の入会承認後に会費請求情報がシクミネットで作成され、会費を納入していただくことが可能になります。  

なお、施設管理者等が施設に所属する会員の会費納入手続をまとめて行うことも可能です。 

 

記 

 

１． 会費種別の名称変更について 

シクミネットでの会費徴収に伴い、会費の名称を一部変更致します。 

・正会員（乙） → 正会員    ※乙の表記が無くなります 

・特別会員   → 特別会員   ※変更なし 

・正会員（甲） → 正会員（甲） ※変更なし 

・特別会員（甲）→ 特別会員（甲）※変更なし 

 

２． 会費の内訳について 

会員種別 シクミネットによる会費選択 年会費（計） 

静岡県病院薬剤師会正会員 日本病院薬剤師会         8,000円 

静岡県病院薬剤師会正会員  4,000円 

 12,000円 

静岡県病院薬剤師会正会員(甲) 日本病院薬剤師会         8,000円 

静岡県病院薬剤師会正会員  4,000円 

（オプション選択）甲会費 22,000円 

 34,000円 

静岡県病院薬剤師会特別会員 日本病院薬剤師会         8,000円 

静岡県病院薬剤師会特別会員 4,000円 

 12,000円 

静岡県病院薬剤師会特別会員(甲) 日本病院薬剤師会         8,000円 

静岡県病院薬剤師会特別会員 4,000円 

（オプション選択）甲会費 22,000円 

 34,000円 

※オプション選択の甲会費は、日本薬剤師会・静岡県薬剤師会の年会費となります。 

 

 

 

 



３． 会員の新規・変更・退会のお手続きと会費納入について 

新規入会者： 

新規入会申請し入会が承認されると会費請求データが作成されます。 

R7年4月30日までに入会申請をお願いします。 

既存会員： 

Ｒ７年5月21日時点の会員登録状況に基づいて会費請求データが作成されます。 

Ｒ7年5月20日までにシクミネットにてお手続きをお願いします。 

※会費請求内容には請求時の都道府県、施設データが記録されますので、会費請求作成後に異動

が生じた場合には請求データに紐づく都道府県、施設データは自動で更新されず、代理決済を行

う場合に支障が生じる場合がございます。 

 

会費納入についての詳細は日病薬剤師会クラウド型会員管理システム「シクミネット」をご覧ください。 

◆会員マイページからの会費納入方法操作（継続会員の場合はP21～参照下さい。） 

新規会員、継続会員共通仕様です。 

https://www.jshp.or.jp/cloud-member/document/nyukai.pdf 

   

・シクミネット登録データ 新規入会手続き：4/30まで 

変更・退会手続き：5/20まで 

・会費納入期限：6月２０日（金）まで 

 

４． 施設アカウント開設申請について（施設でのまとめ支払いを有効とする場合） 

シクミネットでは会費個人に会費請求が発生しますが、施設でまとめて一括納入する事も可能です。 

その場合は施設アカウントを取得して頂く必要がございますので、下記アカウント開設フォームより申 

請してください。 

申請フォームURL：https://forms.gle/X6QXe56PUhEJAgqn9 

申請期限：2025年4月15日（火） 

※申請期限を過ぎてもアカウント開設申請は受け付けますが、5/21会費 

納入スタートには間に合わない可能性がございますのでご了承ください。 

施設アカウント開設には以下の項目が必要です。 

① メールアドレス（アカウントIDになります。）  

② 施設管理者氏名 

③ 役職（所属施設での役割） 

④ パスワード（8文字以上の半角英数字記号(半角英数字を最低2種類使用)） 

⑤ 緊急連絡先電話番号 

※施設管理者はログインが二段階認証となるため、管理者が受信可能なメールアドレスの登録をお願

いします。メールアドレスは会員アカウントの同一のアドレスを登録することは可能ですが、他の管理

者と同一のメールアドレスを登録することはできません。 

※管理者は必ずしも日病薬会員である必要はなく、例えば施設の経理部門担当者が管理者アカウン

ト責任者となる事でも結構です。 

◆施設管理者アカウントからの一括会費納入操作 

https://www.jshp.or.jp/cloud-member/document/ikkatsu.pdf 

 

５． 領収書・請求書について 

領収書はシクミネットのマイページから発行ができます。※宛名の指定が可能です。 

※発行者は「しゅくみねっと株式会社」（インボイス対応）となります。 

請求書はしくみねっとからの発行はできません、必要な方は事務局までご連絡ください。 

https://www.jshp.or.jp/cloud-member/document/nyukai.pdf
https://forms.gle/X6QXe56PUhEJAgqn9
https://www.jshp.or.jp/cloud-member/document/ikkatsu.pdf


 

６．締切り期日 

『シクミネット（新規入会申請）』…４月30日（火） シクミネット 

『シクミネット（変更・退会）』 …５月20日（火） シクミネット 

『施設管理者アカウント開設申請』…４月15日（火） 申請登録フォームへ 

 『会費納入』……………………………６月20日（金） シクミネット 

 

以上 


